
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



  

      

 

  

   

 

        

   

 

    

   

 

    

  

コメント 

 

○内閣府が、平成 20年 12月１日～平成 22年５月５日の間の認定。認可実績として最近公表した数値は 

 次のとおりです。 

 

○公益法人移行認定申請  申請    ４９６ 件  （国所管  ２３１ 件） 

             認定    ２６１ 件  （     １０８ 件） 

             不認定     １ 件  （       １ 件） 

 

○一般法人移行認可申請  申請    １３０ 件  （国所管   ６８ 件） 

             認可     ６１ 件  （      ２７ 件） 

             不認可     ０ 件  （       ０ 件） 

 

○申請団体数は、左記の２４，３１７法人に対して６２５法人、２．６％。 

 認定・認可数は３１２法人、１．３％にとどまっています。 

 

○国所管の法人に限っても、左記の６，６２５法人に対して、申請２９９法人、４．５％。 

 認定・認可数は１３５法人、２．０％です。 
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府省令 

その他 

コメント 

○「公益認定等ガイドライン」以外にも「は公益認定等ガイドライ

ンの運用について」といった通達的文書、「公益法人会計基準」「公

益法人会計基準運用指針」といった文書等を参照しないと規制の

全体像は見えてきません。 

○また公表されているＦＡＱ（よくある質問と回答）を見ないと、

きわめて重要な判断ができないケースが多いことに留意が必要で

す。 



  

 
 

 

 

コメント 

○この流れ図のポイントとの一つは、公益移行認定の基準では「公益目的事業比率＞50/100」、一般移行認可 

 の基準では「公益目的支出計画の妥当性」という部分です。 

○もう一つは、いったん一般法人に移行しても、改めて公益認定を申請することが可能な点です。 



 

    

 

  

  

  

     

  

    

   

   

  

      

       

   

    

  

     

  

 

  

 

 

   



 

コメント 

○「社員総会」の成立要件＝「1/2以上出席」  

 はかなり高いハードル。「定款の案の作成にあ

たっての留意事項」なる通達に、代議員制等

の解決策の例示があるが・・・ 



   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

      

   

 

  

   

    

  

 

   

   

  

   

  

    

  

  

 

  

  

  

     

コメント 

○不当な高利益をあげてはならないとい

う趣旨は理解できるものの、法人運営

上は、制約の多い条件です。 



 

 

  

  

 

   

  

 

   

   

  

      

 

  

    

    

 

   

  

 

 

コメント 

○ここでは触れられていませんが、「公益目的事業」の要件が、

かなり限定的に例示されているため、多角的な活動をしてい

たり、「共益」色の強い団体にとって、クリアは容易ではあ

りません。 
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公益目的事業財産が法人運営上のキーワードとなります 

公益目的事業 収益事業 共益事業※ 

コメント 

○不当な蓄財を行ったごく一部の法人はいざ知らず、建築士会には目的のないお金を貯める余裕はありませんが、 

 制度上は、「公益目的事業」に限定して使いきることを強く誘導しています。また、認定取消し等の事態にな 

 った場合は、他の公益団体や行政に贈与しなければならないことも上図のとおり。 



 

    

  

    

    

 

コメント 

○公益法人法別表２の「公益目的事業の定義」は重要なので、全文を示します。 

 

別表（第二条関係） 

一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

二 文化及び芸術の振興を目的とする事業 

三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 

四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 

五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 

六 公衆衛生の向上を目的とする事業 

七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 

八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 

九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 

十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 

十一 事故又は災害の防止を目的とする事業 

十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 

十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 

十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 

十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 

十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 

十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 

十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 

十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業 

二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 

二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 

二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 

二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの（引用者注：この政令は未制定） 

 

○上記のとおり、残念ながら、現在の建築士会の活動全体を「公益目的」とみなせるような定義にはなって

いません。広い意味では、「十一 防災」「十七 国土の利用・整備・保全」「十九 地域社会の健全な発展」

「二十二 一般消費者の利益の保護」等に関連する活動を行っていると主張できますが、それが受け入れ

られるかは、公益認定審議会や認可庁の裁量に委ねられることになります。 

 

○仮に、上記の定義のいずれかかに該当するとされたとしても、個々の事業ごとにチェックがかかります。 

 「特定多数の者のみの利益の増進になっていないか」との観点からは、会員に限定された福利厚生事業 

 等は、公益目的事業から除外されてしまいます。 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 



 

コメント 

 

○公益社団法人に移行した場合、既存の財産の取り崩しが公益目的事業への支出に限定されることはもちろ

ん、毎年の事業自体も 1/2以上を公益目的のものとしなければならないことは、いうまでもありません。 

 

○一般社団法人の場合、そのような制約がないかというとそうではありません。移行時に保有していた財産 

 は、公益目的で使い尽くさなければならないという規制がかかります。その規制が解けるまでは、監督官庁 

 の指導対象下にとどまり、自由で自発的な事業展開・組織運営が可能にはならないこととなっています。 

 

○左のイメージ図では、公益目的で支出すべき財産額を 1億 4千万円とし、それを毎年２千万円ずつ消費し、 

 7年間で使い尽くすことになっています。 

 

○法人内部に留保されている財産は、遊休化した埋蔵金的なものばかりではなく、今後の収入減や不意の支出 

 増に備えた準備金的な性格も備えているはずです。それが、ある意味で強制的に消費させられることは、 

 法人運営の自由度の減少や、法人の存立そのものの危機につながりかねません。 

 

○左のイメージ図は、「その他の収益事業で利益をあげ、蓄積していくことは禁じられていないから、財産 

 が目減りすることはない」との説明を行っています。しかし、一見すれば明らかなとおり、公益目的支出 

 で毎年 2千万円ずつ財産を減らしても、不動産賃貸事業で毎年 4千万円の利益が積み上がる。したがって 

 純資産額は、微増ないし横這いであるとの想定です。 

 

○こんな好条件に恵まれた法人が、いったいどれだけあるというのでしょうか。本県建築士会のように、もっ

ぱら会員の皆さんからの会費収入に依存して事業を行っている団体、そして会員数の減少等により、将来の

安定した収入確保が必ずしも容易ではない団体にとっては、公益目的支出計画をどう設定するかは、きわめ

て重要な課題となります。 
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○税制については、具体的な法人税率の記載がないが、 

  従来の公益法人＝特例民法法人 → ２２％ 

  公益法人・一般法人の収益事業 → ３０％ 

  公益法人の公益目的事業    → 非課税 

 

○一般法人でも「非営利性が徹底された法人」（建築士会 

 は、これに相当すると考えられる）は、全所得課税では

なく、収益事業のみに課税される。 
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